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児童扶養手当等の手当額が改正されます
　 ４ 月から児童扶養手当や特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当額が変わります。なお、手当額は、
消費者物価指数の変動に応じて手当額が改正される「自動物価スライド制」となっています。

■児童扶養手当
　父母の離婚などで、父または母と生計を同じくし
ていない児童（１８歳に達する日以後の最初の ３ 月３１
日までの間にある児童、中度以上の障害を有する場
合は20歳未満）を養育している人に対し、生活の安
定と自立を助け、児童の健やかな成長のために支給される手当です。

改 正 後
全部支給 ４３,１60円（250円増）

一部支給 ４３,１50円～１0,１８0円（60～250円増）

■特別児童扶養手当
　身体や精神に中度以上の障害を有する
児童（20歳未満）の父もしくは母、また
は父母にかわって児童を養育している人
に対し支給される手当です。

改 正 後
１級 52,500円（３00円増）

２ 級 ３４,970円（200円増）

■障害児福祉手当
　 　20歳未満で、重度の障害状態がある

ため、日常生活で常時介護を必要とす
る障害児本人に支給される手当です。

■特別障害者手当
　 　20歳以上で、著しく重度の障害状態にあるため、

日常生活で常時特別の介護を必要とする障害者本
人に支給される手当です。

改 正 後
障害児福祉手当 １４,８８0円（90円増）

特別障害者手当 27,３50円（１50円増）

○第２子加算額

改 正 後
全部支給 １0,１90円（50円増）
一部支給 １0,１８0円～5,１00円（50～３0円増）

○第３子加算額
改 正 後

全部支給 6,１１0円（３0円増）

一部支給 6,１00円～３,060円（３0～20円増）
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③
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る
人
。
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の

所
持
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